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第 6節　プラント内における危険区域の精緻なリスク評価

（株）FPEC　吉村 伸啓

はじめに

　危険物施設内での電子機器の使用にあたり，従来の制度では，危険物施設内で取り扱われる危険物の物性や漏洩の

可能性に関わらず，ほぼ一律に危険区域が設定されることがほとんどで，電子機器に防爆構造が要求されていた。

　そのような状況の中，国際標準化機関である IEC（International Electrotechnical Commission）が危険区域の設定

基準の見直しを行い，2015 年 9月に抜本的に改定された IEC 60079-10-1 Edition 2.01)（以降「IEC Ed2.0」）が発行

され，定量的なリスク評価に基づく危険区域の精緻な設定が可能となった。

　さらに，IEC では 2020 年に Edition 3.02）（以降「IEC Ed3.0」）が発行され，Ed2.0 に代わり，2025 年 12 月現在，

最新版となっている。

　一方，国内においては，経済産業省が IEC Ed2.0 を基に，2019 年 4月付で「プラント内における危険区域の精緻

な設定方法に関するガイドライン」3）（以下，「防爆ガイドライン」）を発行し，消防庁より同年同月，消防危第 84号「危

険物施設における可燃性蒸気の滞在するおそれのある場所に関する運用について」4）が各都道府県消防に通達された。

　これにより，現行の制度では，防爆ガイドラインに基づくリスク評価により，危険区域の精緻な設定が可能となり，

危険物施設内においても，スマホ，タブレット，ドローンなどの電子機器の使用可能エリア（非危険区域）の設定が

できるようになった。

1.　従来の危険区域の設定方法

　これまでは API RP5055）（American Petroleum Institute）や NFPA4976）（National Fire Protection Association）な

どに示されている図 1，図 2のようなサンプル図に従って危険区域を設定してきた。

図 1　危険区域サンプル図（API RP505）
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　国内では「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆 2006）」（独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合

研究所）及び労働安全衛生総合研究所技術指針「JNIOSH-TR-NO.44 ユーザーのための工場防爆設備ガイド（2012）」

等に基づき危険区域を設定している。四日市市危険物規制審査基準 7）なども API や NFPA のサンプル図に倣い，図

3のようなサンプル図を使用している。

図 3　危険区域サンプル図（四日市市危険物規制審査基準）

　これらサンプル図による方法は引火点 40℃未満の危険物であれば，蒸気圧，分子量などの物性値，漏洩の可能性，

漏洩量に関係なく一律に適用されるものであり，いわば定性的なリスク評価による危険区域の決め方であった。結果

として，プラント設備のある区画全体を危険区域として設定することが多かった。

2.　最新の設定方法（防爆ガイドラインおよび IEC Ed3.0）

　従来の方法に比べて危険区域の決め方が根本的に変更された。1項のサンプル図による定性的な設定から，漏洩量

や拡散の程度を定量化することによって，個別にリスク評価する方法に変わった。

　防爆ガイドラインに，図 4の第 2等級放出源の評価フローが示されており，それに沿って評価の流れを概説する。

図 2　危険区域サンプル図（NFPA 497）
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図 4　危険度区域の分類のためのリスク評価フロー（第 2等級放出源）（防爆ガイドライン）

2.1　放出源の開口部面積

　防爆ガイドラインおよび IEC Ed3.0 では，放出源となりうるフィッティング類の開口部面積が表 1の通り提示され

ており，それに基づき開口部面積を決める。

表 1　第 2等級放出源の開口部面積の推奨値（IEC Ed3.0）
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2.2　ガス放出率算出

2.2.1　ガス放出の場合

　（1）臨界圧力

　　臨界圧力は次式で計算する。
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　　　Pa：大気圧（101325Pa），γ：比熱比（無次元）

　（2）ジェット噴出（臨界圧力以上での放出）

　　 プロセス圧力P（絶対圧）が臨界圧力以上の場合はジェット噴出となり，ガスの放出率Wg(kg/s)は次式で計算する。
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　　　 Cd：放出係数（無次元），S：開口部面積（m2），P：プロセス圧力（Pa），γ：比熱比（無次元），M：分子量（kg/kmol），

Z：圧縮因子（無次元），T：プロセス温度（K），R：ガス定数（J/kmol/K）

　（3）亜音速放出（臨界圧力未満での放出）

プロセス圧力 P（絶対圧）が臨界圧力を超えない場合は亜音速放出となり，ガスの放出率Wg（kg/s）は次式で

計算する。
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Cd：放出係数（無次元）， S：開口部面積（m2）， P：プロセス圧力（Pa）， Pa：大気圧（Pa）， γ：比熱比（無次元），M：

分子量（kg/kmol），Z：圧縮因子（無次元），T：プロセス温度（K），R：ガス定数（J/kmol/K）

2.2.2　液放出の場合

　（1）液の漏洩量

　　放出源から液が漏洩する速度Wlは次式で計算する。

　　　W C S P kg sl d= ( )2ρ∆   /

　　　Cd：放出係数（無次元），S：開口部面積（m2），ρ：液体密度（kg/m3），∆P：差圧（Pa）

　（2）　蒸発ガス放出率Wg

　　漏洩液プールからの蒸発については，次式によりガス放出率を計算する。

　　　W
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uw：プール表面上の風速（m/s），Ap：プール面積（m2），Pv：液体の蒸気圧（Pa），M：分子量（kg/kmol），R：気

体定数 8,314.5（J/kmol/K），T：液プール温度（K）

 （注）蒸発ガス放出率の計算式の係数が防爆ガイドライン（IEC Ed2.0）では 6.55 × 10－ 3，IEC Ed3.0 では

18.3 × 10－3 と変更になっているため， 蒸発速度（kg/s）が約 2.8 倍となるので注意が必要である。
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2.3　放出特性

　放出特性は次式により求める。
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Qc：放出特性（m3/s），Wg：ガス放出率（kg/s），ρg：ガスの密度（kg/m3），LFL：燃焼下限界（vol/vol）

Wgは，2.2 項で求めたガス放出率となる。

2.4　換気速度

　屋外の場合，表 2に基づき，換気速度を決定する。屋内の場合には，換気装置の換気量を基に，換気速度を設定

することができる。
表 2　屋外における換気速度の指標（IEC Ed3.0）

2.5　換気度

　図 5に，放出特性（2.3 項）および換気速度（2.4 項）をプロットすることにより，換気の程度（高換気度，中換気度，

低換気度）を判定する。

図 5　換気度を決定するためのチャート（IEC Ed3.0）
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2.6　換気有効度

　屋外の場合，一般的には換気有効度は「良」あるいは「可」としているため，放出源周囲の状況により「良」又は

「可」とする。

　屋内の場合，換気装置の予備機の有無，本機故障時に予備機の自動起動の可否，故障検知モニターの冗長性などを

考慮して，換気有効度を決定する。

2.7　危険度区域判定

　表 3により，危険度区域の判定を行う。

　第 1等級放出源では「高換気度」でその有効度が「良」，第 2等級放出源では「高換気度」でその有効度が「良」

または「可」の場合，非危険区域と判定される。危険区域（ゾーン 1，ゾーン 2など）と判定された場合は，その危

険距離を 2.8 項により求める。

2.8　危険距離

　2.7 項で危険区域と評価された場合，図 6により危険距離を求める。

表 3　危険度区域の判定（IEC Ed3.0）



362 363

3.　リスク評価の実際

実際にリスク評価を行う際の留意点などについて記述する。

3.1　ガスの状態で放出されるケース

　防爆ガイドラインおよび IEC Ed3.0 の規定通りに計算できるため，リスク評価にあたって，それほどの困難はなく

実施できる。

3.2　液で漏れて，地面に液プールができ蒸発するケース

　液プールの状況に応じて計算法が異なるため，少し複雑となる。

3.2.1　漏洩した液が沸点に達していない，地面からの熱に影響されない場合

　風による物質移動計算に基づく蒸発速度計算となり，2.2.2（2）項の計算式に基づき蒸発速度を計算できる。この

時の漏洩時間は現場パトロールなどの実態に合わせて，API などを参考に決定する。

3.2.2　漏洩した液が沸点に達している場合，地面の熱などに影響される場合

　IEC Ed3.0 の規定により，2.2.2（2）項の蒸発速度式は適用できないため，太陽熱，大気，地面などとの熱収支計

算から蒸発速度を求める必要がある。

3.2.3　液で漏れてフラッシュする場合

　フラッシュする場合，フラッシュ計算によりフラッシュ率を求め，残った液からの蒸発速度は 3.2.2 項と同様に熱

収支計算により求める必要がある。フラッシュガス量と蒸発ガス量を別々に分けて計算しないと危険距離の算定がで

きないため注意が必要である。

図 6　危険距離を決定するためのチャート
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3.3　漏洩物質の物性

　リスク評価を行うために，各々の漏洩物質について，ガスおよび液の定圧比熱，比熱比，密度，蒸発潜熱，蒸気圧

などの各種物性が必要となる。

　評価対象が多成分流体の場合には，上記の物性や，分子量，爆発下限界，沸点，液の組成など，多成分流体として

の物性を推算する必要がある。石油製品などの場合，成分が不明であるため，蒸留カーブなどから成分を推定しなけ

ればならない。

　また，液プールは温度変化があるため，その温度ごとに物性値を求める必要がある。

　物性値の設定にあたっては，化学工学，熱力学，流体力学などの広範囲な知識と経験が必要となる。

3.4　開口部面積

　表 1の開口部面積の推奨値の中には，フランジなどのように範囲で示しているものがある。この場合には，運転

圧力に対する定格圧力・設計圧力との比などを考慮してリスクに見合った適切な値を決定する必要がある。

3.5　開口部面積の拡大の有無

　漏洩時に開口部面積が拡大する可能性の有無によって，開口部面積の推奨値が異なるが，メインテナンスの状況，

プラント建設経過年数，運転圧力，音速などを考慮して決定する必要がある。

3.6　第１等級放出源の評価

　防爆ガイドラインや IEC Ed3.0 では，第 1等級放出源については，具体的な評価方法が記載されていない。第 1

等級放出源は危険物の取り扱われ方により様々なケースがあるため，実際の状況に合わせて条件を設定し，ガス放出

率を求める必要がある。化学工学，熱力学，流体力学などの工学的な検討を加味して評価する必要がある。

3.7　リスク評価結果

　IEC Ed3.0 に求められているように，リスク評価結果を記録として残すとともに，評価にあたって設定した数値や

計算値の具体的な根拠を示すことが重要である。リスク評価結果の例として表 4～表 6を参照のこと。
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表 4　リスク評価結果の例　その 1
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表 5　リスク評価結果の例　その 2
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表 6　リスク評価結果の例　その 3
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おわりに

　経済産業省の防爆ガイドラインは，対象業種や放出等級などが限定的な規定であるものの，最新の動向では，危険

物を取り扱う多種多様な業種において，全ての放出等級に本リスク評価を適用し，その結果に基づいた危険区域の設

定・運用が定着しつつある。

　本リスク評価により，危険区域の縮小や非危険区域化が実現すれば，スマホやタブレットのみならず，計測機器，

無線通信設備，カメラ・モニター，ロボット，ドローンなど，あらゆる非防爆電気機器の使用拡大が実現できる。こ

れにより，コスト削減はもとより，先端技術の活用による業務の高度化・効率化といった多大な恩恵を享受できる。

さらに，放出源の網羅的な抽出と定量的な評価は，リスク箇所の可視化を可能にし，現場への周知徹底や安全教育の

質の向上にも大きく寄与するものである。

　防爆ガイドラインおよび IEC Ed3.0 の定量的なリスク評価は，極めて論理的であり，リスクを正しく評価し認識す

るために有効な手法である。本取り組みが幅広く展開されることで，日本国内においても定量的リスク評価に基づく

合理的で実効性の高い安全対策が根付くことを切に願う。
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